
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
八
、
別
表
第
十
一
、
別
報
十
二
及
び
別
表
第
二
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
八
（
第
四
条
関
係
） 

 

医
療
職
給
料
表
㈡
級
別
資
格
基
準
表 

職

種 

職
務
の
級 

学
歴
免
許 
一

級 

二

級 

三

級 

四

級 

五

級 

薬

剤

師 

大

学
六

卒 
 

二 

七 

四 

三 

〇 
二 

九 

一
三 

一
六 

大

学

卒 
 

五 

七 

四 

三 

〇 

五 

一
二 

一
六 

一
九 

獣

医

師 

大

学
六

卒 
 

二 

七 

四 

三 

〇 

二 
九 

一
三 

一
六 

診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技

師
、
臨
床
工
学
技
士
、
理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、

言
語
聴
覚
士
及
び
義
肢
装
具
士 

大

学

卒 
 

五 

七 

四 
 

〇 

五 

一
二 

一
六 

短

大
三

卒 
 

六 
七 

四 
 

〇 

六 

一
三 
一
七 

栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
衛

生
検
査
技
師 

大

学

卒 
 

五 

七 
四 

 

〇 

五 

一
二 

一
六 

短

大

卒 
 

七
・
五 

七 

四 
 

〇 

八 

一
五 

一
九 

歯

科

衛

生

士 

大

学

卒 
 

五 

七 

四 
 

〇 

五 

一
二 

一
六 

短

大
三

卒 
 

六 

七 

四 
 

〇 

六 

一
三 

一
七 

短

大
二

卒 
 

七
・
五 

七 

四 
 

〇 

八 

一
五 

一
九 

高

校
専

攻

科
卒 

 

九 

七 

四 
 

〇 

九 

一
六 

二
〇 

歯

科

技

工

士 

大

学

卒 
 

五 

七 

四 
 

〇 

五 

一
二 

一
六 

短

大
三

卒 
 

六 

七 

四 
 

〇 

六 

一
三 

一
七 

短

大
二

卒 
 

七
・
五 

七 

四 
 

〇 

八 

一
五 

一
九 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び
柔
道

整
復
師 

短

大
三

卒 
 

六 

七 

四 
 

〇 

六 

一
三 

一
七 

短

大
二

卒 
 

七
・
五 

七 

四 
 

〇 

八 

一
五 

一
九 



 

高

校

卒 
 

一
〇 

七 

四 
 

〇 

一
〇 

一
七 

二
一 

そ

の

他 

短

大

卒 
 

七
・
五 

七 

四 
 

〇 

八 

一
五 

一
九 

高

校

卒 
 

一
〇 

七 

四 
 

〇 

一
〇 

一
七 

二
一 

中

学

卒 
 

一
〇 

七 

四 
 

四 

一
四 

二
一 

二
五 

備
考 １ 

本
表
の
適
用
を
受
け
る
薬
剤
師
、
獣
医
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学

技
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
言
語
聴
覚
士
、
義
肢
装
具
士
、
栄
養
士
、

管
理
栄
養
士
、
衛
生
検
査
技
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、

は
り
師
、
き
ゆ
う
師
又
は
柔
道
整
復
師
の
経
験
年
数
は
、
そ
の
業
務
の
従
事
に
必
要
な
免
許
取
得

後
の
経
験
年
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
は
、
そ
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

職
種
欄
の
「
薬
剤
師
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
薬
剤
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
に

対
す
る
こ
の
表
の
学
歴
免
許
欄
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
大
学
六
卒
」
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

 別
表
第
十
一
（
第
五
条
関
係
） 

 

学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表 

学

歴

免

許

等

資

格

の

区

分 

該

当

者 

基
準
学
歴

区
分 

学
歴
区
分 

１ 

大
学

卒 

一 

博
士
課
程
修
了 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
博
士
課
程
の
修
了
者 

⑵ 

外
国
に
お
け
る
大
学
院
博
士
課
程
等
（
大
学
院
に
お
け

る
修
業
年
限
三
年
以
上
と
な
る
者
に
限
る
。
）
の
修
了
者

（
通
算
修
学
年
数
が
十
九
年
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
博
士

の
学
位
を
取
得
し
た
場
合
に
限
る
。
） 

二 

修
士
課
程
修
了 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
修
士
課
程
の
修
了
者 

⑵ 

外
国
に
お
け
る
大
学
院
修
士
課
程
等
（
大
学
院
に
お
け

る
修
業
年
限
一
年
以
上
と
な
る
者
に
限
る
。
）
の
修
了
者

（
通
算
修
学
年
数
が
十
七
年
以
上
と
な
り
、
か
つ
、
修
士

の
学
位
を
取
得
し
た
場
合
に
限
る
。
） 

三 

専
門
職
学
位
課

程
修
了 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程

の
修
了
者 

⑵ 

司
法
試
験
法
に
よ
る
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
格
者 

四 

大
学
六
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
医
学
若
し
く
は
歯
学
に
関

す
る
学
科
（
同
法
第
八
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
学

部
以
外
の
教
育
研
究
上
の
基
本
と
な
る
組
織
を
置
く
場
合

に
お
け
る
相
当
の
組
織
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
薬

学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関
す
る
学
科
（
修
業
年
限
六
年
の

も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑵ 

防
衛
医
科
大
学
校
医
学
教
育
部
医
学
科
の
卒
業
者 

 

五 

大
学
専
攻
科
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
四
年
制
の
大
学
の
専
攻
科
の
卒
業

者 

⑵ 

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
水
産
大
学

校
（
旧
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
及
び
旧
水
産
大
学
校 



 
 

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
専
攻
科
（
「
大
学
四
卒
」
を
入

学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

の
卒
業
者 

⑶ 

旧
図
書
館
職
員
養
成
所
（
「
大
学
四
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業

者 

 
六 

大
学
四
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
四
年
制
の
大
学
の
卒
業
者 

⑵ 

独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
（
旧

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
旧
大
学
評

価
・
学
位
授
与
機
構
及
び
旧
学
位
授
与
機
構
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
か
ら
学
士
の
学
位
を
取
得
し
た
者 

⑶ 

防
衛
大
学
校
の
卒
業
者 

⑷ 

防
衛
医
科
大
学
校
医
学
教
育
部
看
護
学
科
の
卒
業
者 

⑸ 

筑
波
大
学
理
療
科
教
員
養
成
施
設
（
旧
東
京
教
育
大
学

附
属
の
特
殊
教
育
教
員
養
成
施
設
及
び
理
療
科
教
員
養
成

施
設
を
含
む
も
の
と
し
、
短
期
大
学
又
は
特
別
支
援
学
校

の
専
攻
科
卒
業
後
の
二
年
制
の
課
程
に
限
る
。
）
の
卒
業

者 

⑹ 

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
水
産
大
学

校
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
四
年
制
の
も
の

に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑺ 

気
象
大
学
校
大
学
部
（
修
業
年
限
四
年
の
も
の
に
限

る
。
）
の
卒
業
者 

⑻ 

海
上
保
安
大
学
校
本
科
の
卒
業
者 

⑼ 

国
立
看
護
大
学
校
看
護
学
部
の
卒
業
者 

⑽ 

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
（
旧
航
空
大
学
校
を
含
む

も
の
と
し
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
以
降
の
「
短
大
二
卒
」

を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
の
卒
業
者 

⑾ 

外
国
に
お
け
る
大
学
等
（
通
算
修
学
年
数
が
十
六
年
以

上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑿ 

旧
琉
球
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
四
年
課
程
の
卒
業
者 

⒀ 

旧
司
法
試
験
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
八
号
附
則

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
司
法
試
験
及
び
同
法
に
よ

る
改
正
前
の
司
法
試
験
法
に
よ
る
司
法
試
験
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
第
二
次
試
験
の
合
格
者 

⒁ 

公
認
会
計
士
法
に
よ
る
公
認
会
計
士
試
験
の
合
格
者 

⒂ 

平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
公
認

会
計
士
法
に
よ
る
公
認
会
計
士
試
験
の
第
二
次
試
験
の
合

格
者 

⒃ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
保
健
師
学
校
、
保
健

師
養
成
所
、
助
産
師
学
校
又
は
助
産
師
養
成
所
（
同
法
に

よ
る
看
護
師
学
校
の
卒
業
又
は
看
護
師
養
成
所
の
卒
業
を

入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。

）
の
卒
業
者 

⒄ 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十

四
号
）
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
大
学
校
の
応
用
課
程
（
「

短
大
二
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
特 



 
 

定
応
用
課
程
（
旧
応
用
課
程
（
「
短
大
二
卒
」
を
入
学
資

格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
含

む
。
）
若
し
く
は
旧
長
期
課
程
（
旧
職
業
能
力
開
発
大
学

校
の
長
期
課
程
並
び
に
旧
職
業
訓
練
大
学
校
の
長
期
課
程

及
び
長
期
指
導
員
訓
練
課
程
を
含
む
。
）
の
卒
業
者 

⒅ 

農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
第
三
条
第
一
号
に
基
づ
き
農

林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
都
道
府
県
立
農
業
者
研
修
教
育

施
設
（
以
下
「
都
道
府
県
立
農
業
者
研
修
教
育
施
設
」
と

い
う
。
）
の
研
究
課
程
（
「
短
大
二
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒆ 

都
道
府
県
立
農
業
講
習
施
設
（
「
短
大
二
卒
」
を
入
学

資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業

者 
⒇ 

森
林
法
施
行
令
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大

臣
の
指
定
す
る
教
育
機
関
（
「
短
大
二
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

旧
鯉
淵
学
園
専
門
課
程
（
修
業
年
限
四
年
の
も
の
に
限

る
。
）
の
卒
業
者 


 

旧
電
気
事
業
主
任
技
術
者
資
格
検
定
規
則
に
よ
る
第
一

種
資
格
検
定
試
験
の
合
格
者 

２ 

短
大

卒 

一 

短
大
三
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
三
年
制
の
短
期
大
学
の
卒
業
者
又

は
専
門
職
大
学
の
修
業
年
限
三
年
の
前
期
課
程
の
修
了
者 

⑵ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
二
年
制
の
短
期
大
学
の
専
攻
科
の

卒
業
者 

⑶ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
卒
業

者 

⑷ 

外
国
に
お
け
る
大
学
、
専
門
学
校
等
（
通
算
修
学
年
数

が
十
五
年
以
上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑸ 

診
療
放
射
線
技
師
法
に
よ
る
診
療
放
射
線
技
師
学
校
又

は
診
療
放
射
線
技
師
養
成
所
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」

を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
の
卒
業
者 

⑹ 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
臨
床
検
査
技

師
学
校
又
は
臨
床
検
査
技
師
養
成
所
（
平
成
十
七
年
法
律

第
三
十
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検

査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
臨
床
検
査
技
師
学
校
又

は
臨
床
検
査
技
師
養
成
所
を
含
む
も
の
と
し
、
い
ず
れ
も

「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年
以
上

の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑺ 

臨
床
工
学
技
士
法
に
よ
る
臨
床
工
学
技
士
学
校
又
は
臨

床
工
学
技
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学

資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の

卒
業
者 

⑻ 

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
に
よ
る
理
学
療
法
士

学
校
、
理
学
療
法
士
養
成
施
設
、
作
業
療
法
士
学
校
又
は

作
業
療
法
士
養
成
施
設
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入

学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

の
卒
業
者 

⑼ 

視
能
訓
練
士
法
に
よ
る
視
能
訓
練
士
学
校
又
は
視
能
訓 



 
 

練
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
又
は
「
短
大
二
卒
」
を

入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。

）
の
卒
業
者 

⑽ 

言
語
聴
覚
士
法
に
よ
る
言
語
聴
覚
士
学
校
又
は
言
語
聴

覚
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
又
は
学
校
教
育
法
に
基

づ
く
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学
令
に
基
づ

く
大
学
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
法
第
三
十
三
条
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
学
校
、
文
教
研

修
施
設
若
し
く
は
養
成
所
に
お
け
る
一
年
（
高
等
専
門
学

校
に
あ
つ
て
は
、
四
年
）
以
上
の
修
業
を
入
学
資
格
と
す

る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑾ 

義
肢
装
具
士
法
に
よ
る
義
肢
装
具
士
学
校
又
は
義
肢
装

具
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑿ 

歯
科
衛
生
士
法
に
よ
る
歯
科
衛
生
士
学
校
又
は
歯
科
衛

生
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒀ 

歯
科
技
工
士
法
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
歯
科
技

工
士
養
成
所
の
昼
間
課
程
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業

者 

⒁ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法

」
と
い
う
。
）
に
よ
る
学
校
又
は
養
成
施
設
（
い
ず
れ
も

「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年
の
も

の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒂ 

柔
道
整
復
師
法
に
よ
る
柔
道
整
復
師
学
校
又
は
柔
道
整

復
師
養
成
施
設
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
三
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒃ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
看
護
師
学
校
又
は
看

護
師
養
成
所
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒄ 

都
道
府
県
立
農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
研
究
課
程
（
「

短
大
二
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
一
年
の
も
の

に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒅ 

旧
鯉
淵
学
園
本
科
（
修
業
年
限
三
年
の
も
の
に
限
る
。

）
の
卒
業
者 

⒆ 

旧
海
技
大
学
校
本
科
の
卒
業
者 

⒇ 

旧
国
立
養
護
教
諭
養
成
所
設
置
法
に
よ
る
国
立
養
護
教

諭
養
成
所
の
卒
業
者 


 

旧
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
設

置
法
に
よ
る
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
卒
業
者 


 

旧
図
書
館
短
期
大
学
別
科
又
は
旧
図
書
館
職
員
養
成
所

（
い
ず
れ
も
「
短
大
二
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年

限
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

 

二 

短
大
二
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
二
年
制
の
短
期
大
学
の
卒
業
者
又

は
専
門
職
大
学
の
修
業
年
限
二
年
の
前
期
課
程
の
修
了
者 



 
 

⑵ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
卒
業
者 

⑶ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
（
二
年
制
の
短
期
大
学
と
同
程

度
と
み
な
さ
れ
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。

）
の
卒
業
者 

⑷ 

航
空
保
安
大
学
校
本
科
の
卒
業
者 

⑸ 

海
上
保
安
学
校
本
科
の
修
業
年
限
二
年
の
課
程
の
卒
業

者 

⑹ 

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

（
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究

機
構
及
び
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
を
含

む
。
）
の
農
業
技
術
研
修
課
程
（
農
林
水
産
省
（
省
名
変

更
前
の
農
林
省
を
含
む
。
）
の
旧
野
菜
・
茶
業
試
験
場
、

旧
果
樹
試
験
場
、
旧
園
芸
試
験
場
、
旧
野
菜
試
験
場
又
は

旧
茶
業
試
験
場
の
農
業
技
術
研
修
課
程
を
含
む
も
の
と

し
、
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業

年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑺ 

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
の
海
技

課
程
専
修
科
若
し
く
は
航
海
専
科
又
は
海
技
専
攻
課
程
（

海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航
海
）
及
び
同
コ
ー
ス
（
機
関
）
に

限
る
。
）
（
旧
独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
海
上
技
術

科
、
旧
独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
又
は
旧
海
技
大
学
校

の
海
技
士
科
及
び
旧
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
専
修
科
を

含
む
も
の
と
し
、
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修

業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑻ 

外
国
に
お
け
る
大
学
、
専
門
学
校
等
の
卒
業
者
（
通
算

修
学
年
数
が
十
四
年
以
上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑼ 

旧
琉
球
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
二
年
課
程
の
修
了
者 

⑽ 

旧
司
法
試
験
の
第
一
次
試
験
の
合
格
者 

⑾ 

平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
公
認

会
計
士
法
に
よ
る
公
認
会
計
士
試
験
の
第
一
次
試
験
の
合

格
者 

⑿ 

栄
養
士
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
士
の
養

成
施
設
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限

二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒀ 

昭
和
六
十
年
法
律
第
七
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
栄
養

士
法
に
よ
る
栄
養
士
試
験
の
合
格
者 

⒁ 

平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
に
よ

る
改
正
前
の
歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
に
よ
る

歯
科
衛
生
士
学
校
又
は
歯
科
衛
生
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も

修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒂ 

歯
科
技
工
士
法
に
よ
る
歯
科
技
工
士
学
校
又
は
歯
科
技

工
士
養
成
所
の
課
程
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学

資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の

卒
業
者
（
２
の
部
一
の
項(14)

に
規
定
す
る
も
の
を
除

く
。
） 

⒃ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法
に
よ
る
学
校
又
は
養
成

施
設
（
い
ず
れ
も
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業

年
限
五
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 



⒄ 

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
あ

ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法
（
以
下
「
改
正
前
の
あ
ん
摩

マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
学
校
又
は

養
成
施
設
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す

る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
又
は
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
五
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒅ 

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
柔

道
整
復
師
法
（
以
下
「
改
正
前
の
柔
道
整
復
師
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
柔
道
整
復
師
学
校
又
は
柔
道
整
復
師
養
成

施
設
（
い
ず
れ
も
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修

業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⒆ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
看
護
師
学
校
又
は
看

護
師
養
成
所
の
進
学
課
程
（
同
法
第
二
十
一
条
第
四
号
に

該
当
す
る
者
に
係
る
課
程
を
い
う
。
）
の
卒
業
者 

⒇ 
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大

学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
の
専
門
課
程
又
は

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
特
定
専
門
課
程
（
旧
職
業

訓
練
短
期
大
学
校
の
専
門
課
程
、
専
門
訓
練
課
程
及
び
特

別
高
等
訓
練
課
程
並
び
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の

旧
専
門
課
程
を
含
む
も
の
と
し
、
「
高
校
三
卒
」
を
入
学

資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の

卒
業
者 


 

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育

士
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
施
設
（
平
成
十
四
年
政
令

第
二
百
五
十
六
号
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
令

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育
士
（
名
称
変

更
前
の
保
母
を
含
む
。
）
を
養
成
す
る
学
校
そ
の
他
の
施

設
を
含
む
も
の
と
し
、
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す

る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

都
道
府
県
立
農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
養
成
課
程
（
「

高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

都
道
府
県
農
業
講
習
所
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業

者 


 

森
林
法
施
行
令
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大

臣
の
指
定
す
る
教
育
機
関
（
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
指
定

さ
れ
た
も
の
で
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業

年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

旧
都
道
府
県
蚕
業
講
習
所
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資

格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒

業
者 


 

旧
農
民
研
修
教
育
施
設
（
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て

昭
和
五
十
六
年
度
以
降
設
置
さ
れ
た
平
成
六
年
法
律
第
八

十
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
第

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
等
を
行
う
施
設
で
「
高
校
三

卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
の
卒
業
者 

 
 


 

旧
都
道
府
県
林
業
講
習
所
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資



格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒

業
者 


 

旧
航
空
大
学
校
本
科
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

海
上
保
安
学
校
灯
台
科
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

旧
航
空
保
安
職
員
研
修
所
本
科
（
「
高
校
三
卒
」
を
入

学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒

業
者 


 

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
衛

生
検
査
技
師
法
に
よ
る
衛
生
検
査
技
師
学
校
又
は
衛
生
検

査
技
師
養
成
所
の
卒
業
者 


 

旧
商
船
高
等
学
校
（
席
上
課
程
及
び
実
習
課
程
を
含

む
。
）
の
卒
業
者 


 

旧
電
気
事
業
主
任
技
術
者
資
格
検
定
規
則
に
よ
る
第
二

種
資
格
検
定
試
験
の
合
格
者 


 

気
象
大
学
校
大
学
部
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日

以
前
の
気
象
庁
研
修
所
高
等
部
を
含
む
も
の
と
し
、
修
業

年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 


 

旧
図
書
館
職
員
養
成
所
（
「
高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格

と
す
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業

者 

 

三 

短
大
一
卒 

⑴ 

海
上
保
安
学
校
本
科
の
修
業
年
限
一
年
の
課
程
の
卒
業

者 

⑵ 

外
国
に
お
け
る
専
門
学
校
等
の
卒
業
者
（
通
算
修
学
年

数
が
十
三
年
以
上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑶ 

海
上
保
安
学
校
の
灯
台
科
又
は
水
路
科
（
い
ず
れ
も
「

高
校
三
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
一
年
の
も
の

に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

３ 

高
校

卒 

一 

高
校
専
攻
科
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
の
卒
業
者 

⑵ 

改
正
前
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法
に
よ
る
学
校

又
は
養
成
施
設
（
い
ず
れ
も
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
四
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑶ 

改
正
前
の
柔
道
整
復
師
法
に
よ
る
柔
道
整
復
師
学
校
又

は
柔
道
整
復
師
養
成
施
設
（
い
ず
れ
も
「
中
学
卒
」
を
入

学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
四
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒

業
者 

⑷ 

昭
和
五
十
八
年
文
部
省
厚
生
省
令
第
一
号
に
よ
る
改
正

前
の
歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
に
よ
る
歯
科
衛

生
士
学
校
又
は
歯
科
衛
生
士
養
成
所
の
卒
業
者 

 

二 

高
校
三
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

高
等
部
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑵ 

高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
に
よ
る
通
信
教
育
に
よ
り
高

等
学
校
卒
業
と
同
等
の
単
位
を
修
得
し
た
者 

⑶ 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
に
よ
る
高
等
学
校

卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合
格
者
（
旧
大
学
入
学
資
格
検
定

規
程
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
の
合
格
者
を
含
む
。
） 

 



 
 

⑷ 

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
課

程
本
科
（
旧
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
本
科
を
含
む
も
の

と
し
、
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
三
年

の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑸ 

外
国
に
お
け
る
高
等
学
校
等
の
卒
業
者
（
通
算
修
学
年

数
が
十
二
年
以
上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑹ 

旧
琉
球
教
育
法
又
は
旧
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
の
卒

業
者 

⑺ 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法
に
よ
る
学
校
又
は
養
成

施
設
（
い
ず
れ
も
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業

年
限
三
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

 

三 

高
校
二
卒 

⑴ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
准
看
護
師
学
校
又
は

准
看
護
師
養
成
所
の
卒
業
者 

⑵ 

改
正
前
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
法
に
よ
る
学
校

又
は
養
成
施
設
（
い
ず
れ
も
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格
と

す
る
修
業
年
限
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

⑶ 

旧
電
気
事
業
主
任
技
術
者
資
格
検
定
規
則
に
よ
る
第
三

種
資
格
検
定
試
験
の
合
格
者 

４ 

中
学

卒 

中
学
卒 

⑴ 

学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
若
し
く

は
特
別
支
援
学
校
（
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
中
学
部
に
限
る
。
）
の
卒
業
者
又
は
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
の
修
了
者 

⑵ 

外
国
に
お
け
る
中
学
校
の
卒
業
者
（
通
算
修
学
年
数
が

九
年
以
上
と
な
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑶ 

旧
琉
球
教
育
法
又
は
旧
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
又
は
盲

学
校
若
し
く
は
ろ
う
学
校
の
中
学
部
の
卒
業
者 

⑷ 

旧
海
員
学
校
（
「
中
学
卒
」
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業

年
限
一
年
又
は
二
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
卒
業
者 

備
考 １ 

こ
の
表
の
「
特
別
支
援
学
校
」
に
は
改
正
前
の
学
校
教
育
法
に
よ
る
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及

び
養
護
学
校
を
含
む
。 

２ 

こ
の
表
の
「
保
健
師
学
校
」
、
「
保
健
師
養
成
所
」
、
「
助
産
師
学
校
」
、
「
助
産
師
養
成

所
」
、
「
看
護
師
学
校
」
、
「
看
護
師
養
成
所
」
、
「
准
看
護
師
学
校
」
及
び
「
准
看
護
師
養

成
所
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
前
の
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
に
よ
る
保
健
婦
学
校
、
保
健
婦
養

成
所
、
助
産
婦
学
校
、
助
産
婦
養
成
所
、
看
護
婦
学
校
、
看
護
婦
養
成
所
、
准
看
護
婦
学
校
及

び
准
看
護
婦
養
成
所
を
含
む
。 

 

別
表
第
十
二
（
第
六
条
関
係
） 

 

経
験
年
数
換
算
表 

経

歴

の

種

類 

職
員
の
職
務
と
の
関
係 

換

算

率 

備

考 

国
、
地
方
公
共
団

体
、
旧
公
共
企
業

体
、
政
府
関
係
機

関
、
外
国
政
府
又
は

民
間
に
お
け
る
企
業

体
、
団
体
等
の
職
員

等
と
し
て
の
在
職
期

間 

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の

経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
期

間
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
者

と
し
て
職
務
に
従
事
し
た
期

間
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
期
間

に
限
る
。
） 

一
〇
割 

 

そ

の

他

の

も

の 

一
〇
割
以
下 

 



学
校
又
は
学
校
に
準

ず
る
教
育
機
関
に
お

け
る
在
学
期
間 

 

一
〇
割
以
下 

在
学
期
間
は
正
規
の
修

学
年
数
の
範
囲
内
と
す

る
。 

そ

の

他

の

期

間 
職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の

経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
期

間 

一
〇
割
以
下 

 

そ

の

他

の

も

の 

二
割
五
分
以
下 

部
内
の
他
の
職
員
と
の

均
衡
を
著
し
く
失
す
る

場
合
及
び
教
育
職
員
に

つ
い
て
は
「
五
割
以
下

」
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

備
考 １ 

級
別
資
格
基
準
表
又
は
初
任
給
基
準
表
に
本
表
と
異
な
る
定
め
を
し
た
場
合
は
、
そ
の
定
め

に
よ
る
。 

２ 

そ
の
他
の
期
間
の
部
そ
の
他
の
も
の
の
項
の
適
用
を
受
け
る
期
間
の
う
ち
、
職
業
能
力
開
発

促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
校
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
訓
練
機
関
に
お
け
る
在
校
期
間
（
正
規
の
修
業
年
限
内
の
期
間
に
限
る
。
）
に
対
す
る
こ
の

表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
換
算
率
の
欄
中
「
二
割
五
分
以
下
」
を
職
員
と
し
て
の
職
務
に
直
接

役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
期
間
に
つ
い
て
は
「
八
割
以
下
」
と
、
そ
の
他
の
期
間
に
つ
い
て
は
「

五
割
以
下
」
と
し
、
同
項
備
考
の
欄
中
「
五
割
以
下
」
を
職
員
と
し
て
の
職
務
に
直
接
役
立
つ

と
認
め
ら
れ
る
期
間
に
つ
い
て
は
「
十
割
以
下
」
と
、
そ
の
他
の
期
間
に
つ
い
て
は
「
八
割
以

下
」
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
十
（
第
十
条
関
係
） 

 
 

医
療
職
給
料
表
㈡
初
任
給
基
準
表 

職

種 

学

歴

免

許 

初

任

給 

薬

剤

師 

大

学

六

卒 

一

級

三

十

九

号

給 

大

学

卒 

一

級

二

十

五

号

給 

獣

医

師 

大

学

六

卒 

一

級

三

十

九

号

給 

診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学

技
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練

士
、
言
語
聴
覚
士
及
び
義
肢
装
具
士 

大

学

卒 

一

級

二

十

五

号

給 

短

大

三

卒 

一

級

二

十

一

号

給 

栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
衛
生
検
査
技
師 

大

学

卒 

一

級

二

十

五

号

給 

短

大

卒 

一

級

十

五

号

給 

歯

科

衛

生

士 

大

学

卒 

一

級

二

十

五

号

給 

短

大

三

卒 

一

級

二

十

一

号

給 

短

大

二

卒 

一

級

十

五

号

給 

高

校

専

攻

科

卒 

一

級

十

一

号

給 

歯

科

技

工

士 

大

学

卒 

一

級

二

十

五

号

給 

短

大

三

卒 

一

級

二

十

一

号

給 
 



 

短

大

二

卒 

一

級

十

五

号

給 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う

師
及
び
柔
道
整
復
師 

短

大

三

卒 

一

級

二

十

一

号

給 

短

大

二

卒 

一

級

十

五

号

給 

高

校

卒 

一

級

五

号

給 

そ

の

他 

高

校

卒 

一

級

五

号

給 

備
考 １ 

医
療
職
給
料
表
㈡
級
別
資
格
基
準
表
の
備
考
に
規
定
す
る
職
員
に
第
十
四
条
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
経
験
年
数
は
、
同
表
の
備
考
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

義
肢
装
具
士
法
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
て
義
肢
装
具
士
と
な
つ
た
者
に
こ
の
表

を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
初
任
給
欄
の
号
給
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

薬
剤
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
の

規
定
に
よ
り
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
こ
の
表
の
学
歴
免
許
欄
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「

大
学
六
卒
」
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


